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　伊勢市総合計画条例及び伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例をこ 

 

こに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第 37 号 

　　　伊勢市総合計画条例及び伊勢市附属機関条例の一部を改正する条例 

　（伊勢市総合計画条例の一部改正） 

第１条　伊勢市総合計画条例（平成 29 年伊勢市条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

　　第８条第２項中「15 人」を「20 人」に改め、同条第６項を同条第 12

項とし、同条第５項の次に次の６項を加える。 

　６　審議会に、特別の事項について調査審議をさせるため必要があると

きは、臨時委員を置くことができる。 

７　審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委

員を置くことができる。 

８　臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、

市長が委嘱し、又は任命する。 

９　専門委員は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、

市長が委嘱し、又は任命する。 

10　臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する

調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。 

11　専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する

調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。 

　（伊勢市附属機関条例の一部改正） 

第２条　伊勢市附属機関条例（平成 29 年伊勢市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

　　別表第１市長の部スマートシティ伊勢推進構想策定委員会の項から伊

勢市まち・ひと・しごと創生会議の項までを削る。 

　　　附　則 

　（施行期日） 
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１　この条例は、公布の日から起算して 10 月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。 

　（伊勢市総合計画条例の一部改正に伴う経過措置） 

２　伊勢市総合計画審議会の委員の定数のうち、第１条の規定による伊勢

市総合計画条例第８条第２項の規定の改正に伴い増加した数を充当する

ため新たに委嘱され、又は任命された伊勢市総合計画審議会の委員の任

期は、同条第４項の規定にかかわらず、委嘱され、又は任命された日か

ら、その委嘱又は任命の際現に伊勢市総合計画審議会の委員である者の

任期満了の日までとする。 

　（伊勢市附属機関条例の一部改正に伴う経過措置） 

３　この条例の施行の日の前日においてスマートシティ伊勢推進構想策定

委員会、伊勢市行政改革推進委員会又は伊勢市まち・ひと・しごと創生

会議の委員等、臨時委員等又は専門委員等である者の任期は、第２条の

規定による改正前の伊勢市附属機関条例別表第１又は第６条第３項若し

くは第４項の規定にかかわらず、その日に満了する。 
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　伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第38号 

　　　伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

　伊勢市手数料徴収条例（平成17年伊勢市条例第56号）の一部を次のよう

に改正する。 

　第２条第２項第４号を次のように改める。 

(4)　土地又は建物について証明する場合は、土地は７筆までをもって、

建物は７棟までをもって、土地及び建物を併せたときは７物件までを

もって、それぞれ１件とする。ただし、土地は１筆ごとに、建物は１棟

ごとに証明を要するときは、１筆又は１棟をもって１件とする。 

　第２条第３項を削る。 

　別表第１に次のように加える。 

備考　３の項及び４の項の規定の適用については、第２条第２項第４号

の規定にかかわらず、土地は５筆までをもって、建物は５棟までをも

って、土地及び建物を併せたときは５物件までをもって、それぞれ１

件とする。ただし、土地は１筆ごとに、建物は１棟ごとに証明を要す

るときは、１筆又は１棟をもって１件とする。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年１月５日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の伊勢市手数料徴収条例の規定は、この条例の

施行の日以後に交付する証明書に係る手数料について適用し、同日前に

交付する証明書に係る手数料については、なお従前の例による。

 ４　土地又は建物に関する証明書の

交付（１の項及び前項に掲げるも

のを除く。）

１件につき　200円
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　伊勢やすらぎ公園墓地基金条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第39号 

　　　伊勢やすらぎ公園墓地基金条例 

　（設置） 

第１条　伊勢やすらぎ公園墓地の円滑な運営を図るため、伊勢やすらぎ公

園墓地基金（以下「基金」という。）を設置する。 

　（積立て） 

第２条　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」

という。）で定める額とする。 

　（管理） 

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しなければならない。 

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代

えることができる。 

　（繰替運用） 

第４条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用

することができる。 

　（運用益金の処理） 

第５条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入

するものとする。 

　（処分） 

第６条　市長は、第１条の設置の目的のため必要があると認めるときは、

予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができ

る。 

　（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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　　　附　則 

　この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公 

 

布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第 40 号 

　　　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 87 号）

の一部を次のように改正する。 

　第２条第９項及び第７条中「保険医療機関」を「保険医療機関等」に改

める。 

　第８条中「保険医療機関において」を「保険医療機関等において」に、

「当該保険医療機関」を「当該保険医療機関等」に改め、同条ただし書を

次のように改める。 

　　ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 (1)　高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受ける場合 

 (2)　受給資格者又は保護者等が受給資格証の提示に代えて電子資格確認

（医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。）の方法を用いる場合

で、保険医療機関等が助成対象者の資格に係る情報（福祉医療費の助

成の申請に必要な情報を含む。）を取得し、及び閲覧することができる

とき。 

第９条第３項及び第４項中「保険医療機関において」を「保険医療機関

等において」に、「当該保険医療機関」を「当該保険医療機関等」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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　伊勢市子育て支援センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第41号 

　　　伊勢市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

　伊勢市子育て支援センター条例（令和元年伊勢市条例第10号）の一部を

次のように改正する。 

　第２条の表伊勢市明倫子育て支援センターの項を削る。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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　伊勢やすらぎ公園墓地条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第42号 

　　　伊勢やすらぎ公園墓地条例 

　（設置） 

第１条　墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第２条第５項

に規定する墓地として、伊勢やすらぎ公園墓地（以下「墓地」とい

う。）を設置する。 

　（位置） 

第２条　墓地は、伊勢市旭町444番地１に置く。 

　（定義） 

第３条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 (1)　墓所　墳墓等を設置するため区画された墓地の区域をいう。 

 (2)　永代管理個人墓地　第６条において準用する第５条第１項の許可を

受けた墓所であって、市が管理するものをいう。 

 (3)　焼骨等　焼骨、焼骨に代わる遺品その他これらに準ずるものをい

う。 

 (4)　墳墓等　焼骨等を埋蔵する施設及びこれに付随する碑石等の工作物

をいう。 

　（目的外使用の禁止） 

第４条　墓所は、焼骨等の埋蔵の目的以外に使用することはできない。 

　（一般使用の許可） 

第５条　墓所を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に

申請して、その許可を受けなければならない。 

２　市長は、前項の許可（以下「一般使用許可」という。）をしたとき

は、一般使用許可証を交付する。 

３　一般使用許可には、墓地の管理上必要な範囲内で制限又は条件を付す
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ることができる。 

４　一般使用許可証の交付を受けた者は、当該一般使用許可証を亡失し、

又は当該一般使用許可証が滅失したときは、その旨を市長に届け出て、

一般使用許可証の再交付を受けなければならない。 

　（永代管理使用の許可） 

第６条　前条の規定は、一般使用許可を受けた墓所を永代管理個人墓地と

して使用しようとする場合について準用する。この場合において、同条

第２項中「一般使用許可」」とあるのは「永代管理使用許可」」と、同項

及び同条第４項中「一般使用許可証」とあるのは「永代管理使用許可

証」と、同条第３項中「一般使用許可」をあるのは「永代管理使用許

可」と読み替えるものとする。 

　（一般使用許可等を受けることができる者） 

第７条　一般使用許可を受けることができる者は、営利を目的としない者

とする。 

２　永代管理使用許可を受けることができる者は、前項に規定するものの

ほか、自己の死亡後に自己に代わって引き続き墓所を使用しようとする

者（祭祀を主宰する者に限る。）がいない60歳以上の者であって、自己

の死亡後にその焼骨等の埋蔵をすることを希望するものとする。 

　（永代管理個人墓地の使用及び管理） 

第８条　永代管理個人墓地の使用及び管理は、次に掲げるとおりとする。 

 (1)　永代管理個人墓地には、永代管理使用許可において定める者の焼骨

等に限り、埋蔵することができる。ただし、市長が特別の理由がある

と認める者については、この限りでない。 

 (2)　永代管理使用許可を受けた墓所に設置された墳墓等の所有権は、永

代管理使用許可の日又は次条第３項の永代管理手数料の納付の日のい

ずれか遅い日の翌日において市に帰属する。 
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 (3)　永代管理個人墓地及び当該永代管理個人墓地に設置された墳墓等

は、当該永代管理個人墓地に係る永代管理使用許可において定める者

の全ての者が死亡した時から33年を経過するまでの間は、市が管理す

る。 

 (4)　市長は、前号に規定する期間が経過したときは、当該墳墓等を撤去

し、当該永代管理個人墓地に埋蔵されている焼骨等を所定の場所に改

葬するものとする。 

 (5)　永代管理個人墓地に係る第16条の規定の適用については、同条中

「当該墓所を原状に復して返還しなければならない」とあるのは、

「当該永代管理個人墓地に埋蔵されている焼骨等を改葬しなければな

らない」とする。 

　（使用料等） 

第９条　一般使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第

１に定める使用料を納付しなければならない。 

２　使用者は、墓所１平方メートルにつき年額900円の管理手数料を納付

しなければならない。 

３　永代管理使用許可を受けた使用者は、別表第２に定める永代管理手数

料を納付しなければならない。この場合において、永代管理手数料の納

付があったときは、その納付後における管理手数料は、徴収しない。 

　（使用料等の納付） 

第10条　使用料は、一般使用許可を受けた際に納付しなければならない。 

２　管理手数料は、毎年度、規則で定めるところにより、当該年度分を納

付しなければならない。 

３　永代管理手数料は、永代管理使用許可を受けた際に納付しなければな

らない。 

　（使用料等の不還付） 
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第11条　既納の使用料、管理手数料及び永代管理手数料は、還付しない。

ただし、市長は、未使用の場合に限り、使用料、管理手数料及び永代管

理手数料の全部又は一部を還付することができる。 

　（管理手数料の減免等） 

第12条　市長は、使用者が経済的困難その他特別の理由があると認めると

きは、規則で定めるところにより、管理手数料を減免し、又はその徴収

を猶予することができる。 

　（墳墓等の設置等の制限等） 

第13条　市長は、墓所における墳墓等の設置（設置した墳墓等の改造を含

む。）につき墓地の管理上必要な制限を付し、若しくは条件を付し、又

は措置を命ずることができる。 

２　墳墓等の規格は、市長が別に定める。 

　（変更の届出） 

第14条　使用者は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があった

ときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

　（使用者の地位の承継等） 

第15条　使用者の死亡その他の理由により新たに祭祀を主宰する者となっ

た者は、市長の承認を受けて、墓所の使用者の地位を承継することがで

きる。 

２　前項の規定にかかわらず、永代管理使用許可を受けた使用者の地位

は、承継することができない。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

３　前２項の規定による承継をしようとする者は、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。 

４　第１項又は第２項の場合を除くほか、墓所を使用する権利を他人に譲

渡し、又は転貸してはならない。 
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　（墓所の返還） 

第16条　使用者は、墓所を使用する必要がなくなったときは、速やかにそ

の旨を市長に届け出て、当該墓所を原状に復して返還しなければならな

い。この場合において、第５条第２項の一般使用許可証（永代管理使用

許可を受けている場合にあっては、一般使用許可証及び第６条において

読み替えて準用する第５条第２項の永代管理使用許可証）を市長に返還

するものとする。 

　（墓所を使用する権利の消滅） 

第17条　墓所（永代管理使用許可を受けた墓所を除く。）を使用する権利

は、当該墓所の使用者が死亡した日から５年又は当該使用者が所在不明

となった後５年を経過し、かつ、当該使用者の地位を承継する者がいな

いときは、消滅する。 

２　前項の規定により墓所を使用する権利が消滅したときは、市長は、当

該墓所に設置された墳墓等を撤去し、又は当該墓所に埋蔵されている焼

骨等を所定の場所に改葬することができる。 

　（行為の制限） 

第18条　何人も、墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。た

だし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。 

 (1)　墓地の施設及び設備を損傷し、又は汚損する行為 

 (2)　貼り紙等をし、又は広告を表示する行為 

 (3)　行商、募金その他これらに類する行為 

 (4)　その他墓地の管理上支障があると認められる行為 

　（一般使用許可等の取消し） 

第19条　市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般使

用許可又は永代管理使用許可を取り消すことができる。 

 (1)　墓地に関する法令、この条例、この条例に基づく規則その他の規程
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に違反したとき。 

 (2)　この条例の規定により付された条件又は第13条第１項の規定による

命令に違反したとき。 

 (3)　偽りその他不正な手段により、一般使用許可、永代管理使用許可若

しくはこの条例の規定による承認を受け、又は管理手数料の徴収を免

れたとき。 

２　前項の規定により一般使用許可を取り消された者は、直ちに墓所を原

状に復して返還しなければならない。この場合において、第５条第２項

の一般使用許可証（永代管理使用許可を受けていた場合にあっては、一

般使用許可証及び第６条において読み替えて準用する第５条第２項の永

代管理使用許可証）を市長に返還するものとする。 

３　第１項の規定による一般使用許可又は永代管理使用許可の取消しによ

り、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。 

　（墓所の変更等） 

第20条　市長は、墓地の管理又は公共事業執行のため必要があると認める

ときは、使用者に対し、墓所の変更若しくは返還又は墳墓等の移転若し

くは改造を命ずることができる。 

　（損害賠償) 

第21条　使用者その他墓地を利用する者は、故意又は過失により、墓地の

施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、

その全部又は一部を免除することができる。 

　（委任） 

第22条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

　　　附　則 
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　（施行期日） 

第１条　この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

　（経過措置） 

第２条　この条例の施行の日の前日までに解散前の公益財団法人伊勢市霊

園公社が定めた規程によりなされた手続その他の行為は、この条例の相

当の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

第３条　前条の規定により一般使用許可を受けたものとみなされる使用者

であって市長が定めるものについては、第15条（第２項を除く。）の規

定は、適用しない。 

第４条　附則第２条の規定により永代管理使用許可を受けたものとみなさ

れる使用者は、当該永代管理使用許可の取消しを市長に申し出ることが

できる。 

２　市長は、前項の規定による申出をした者に係る永代管理使用許可を取

り消したときは、永代管理手数料のうち市長が定めるところにより算定

した額に相当する金額を還付するものとする。 

別表第１（第９条関係） 

 区分 墓所の面積 使用料

 東向区画 ２平方メートル 220,000円

 ３平方メートル 324,000円

 ４平方メートル 432,000円

 ５平方メートル 540,000円

 ６平方メートル 636,000円

 ８平方メートル 856,000円

 10平方メートル 1,080,000円
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別表第２（第９条関係） 

　備考　墓所の面積に１平方メートルに満たない端数があるときは、永代

管理手数料の額は、該当する墓所の面積の項に規定する永代管理手数

料の額と当該永代管理手数料の額の１平方メートル当たりの額に当該

端数を乗じて得た額（その額に10円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）の合計額とする。 

 西向区画 ２平方メートル 192,000円

 ３平方メートル 288,000円

 ４平方メートル 388,000円

 ６平方メートル 588,000円

 きんもくせい ２平方メートル 250,000円

 ３平方メートル 360,000円

 墓所の面積 永代管理手数料

 ２平方メートル 660,000円

 ３平方メートル 869,000円

 ４平方メートル 1,089,000円

 ５平方メートル 1,309,000円

 ６平方メートル 1,518,000円

 ８平方メートル 1,958,000円

 10平方メートル 2,420,000円

 12平方メートル 2,838,000円

 20平方メートル 4,565,000円

22



 

 

　伊勢市上水道給水条例及び伊勢市公共下水道条例の一部を改正する条例 

 

をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第43号 

　　　伊勢市上水道給水条例及び伊勢市公共下水道条例の一部を改正する

条例 

　（伊勢市上水道給水条例の一部改正） 

第１条　伊勢市上水道給水条例（平成17年伊勢市条例第170号）の一部を次

のように改正する。 

　　第10条第１項に次のただし書を加える。 

　　　ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地

方公営企業法（昭和27年法律第292号）第７条の規定により置かれた水

道事業の管理者を含む。以下この条において同じ。）又は他の市町村

長が法第16条の２第１項の指定をした者が給水装置工事を施行する必

要があると認めるときは、この限りでない。 

　　第10条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「（前項ただし書

の場合における他の市町村長が法第16条の２第１項の指定をした者を含

む。次条第２項、第36条第２号及び第39条第２項において同じ。）」を

加え、同条第３項中「管理者」の次に「（第１項ただし書の場合におけ

る他の市町村長を含む。）」を加える。 

　　第12条第１項及び第15条中「管理者」の次に「（第10条第１項ただし

書の場合における他の市町村長を含む。）」を加える。 

　　第16条第１項中「管理者が」を「管理者（第10条第１項ただし書の場

合における他の市町村長を含む。）が」に改める。 

　　第39条第２項中「管理者又は」を「管理者（第10条第１項ただし書の

場合における他の市町村長を含む。）又は」に改める。 

　（伊勢市公共下水道条例の一部改正） 

第２条　伊勢市公共下水道条例（平成17年伊勢市条例第176号）の一部を次

のように改正する。 
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　　第５条第１項中「（管理者が定める軽微な工事を除く。）は」を「は、

次に掲げる工事を除き」に改め、同項に次の各号を加える。 

　 (1)　管理者が定める軽微な工事 

　 (2)　災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（法第３

条第２項の規定により公共下水道を設置する都道府県知事及び地方

公営企業法（昭和27年法律第292号）第７条の規定により置かれた公

共下水道事業の管理者を含む。）が排水設備等の新設等の工事を行

うことについての指定をした者に工事を行わせる必要があると認め

るときに、当該指定を受けた者が行う工事 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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　伊勢市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第44号 

　　　伊勢市消防団条例の一部を改正する条例 

　伊勢市消防団条例（平成17年伊勢市条例第208号）の一部を次のように改

正する。 

　第４条第１号中「居住して」を「居住し、勤務し、又は在学して」に改

める。 

　第６条第２項第３号を次のように改める。 

 (3)　第４条第１号に掲げる資格を有しなくなったとき。 

　第７条を次のように改める。 

第７条　削除 

　第８条の見出しを「（退職）」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年１月１日から施行する。
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　伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

 

に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市条例第45号 

　　　伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準に関する条例等の一部を改正する条例　 

　（伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準に関する条例の一部改正） 

第１条　伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準に関する条例（平成26年伊勢市条例第27号）の一部を次のように

改正する。 

　　第25条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号（幼保連携型

認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園

法第27条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては学校教育法第28条第２項において準用する認定こども園法第27条

の２第１項各号）」に改める。 

　（伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条　伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成26年伊勢市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

　　第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

　　第23条第２項中「特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内

にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「法第18条の27第１項に規

定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域

内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該認定地

方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士（以下

「地域限定保育士」という。）」に改める。 

　　第29条第１項中「特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内
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にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該事業実施区域

に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「認定地方公共団体の区域内に

ある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団

体の区域に係る地域限定保育士」に改める。 

　　第31条第１項中「特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内

にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該事業実施区域

に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「認定地方公共団体の区域内に

ある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団

体の区域に係る地域限定保育士」に改める。 

　　第44条第１項中「特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内

にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実

施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「認定地方公共団体の区

域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認

定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士」に改める。 

　　第47条第１項中「特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内

にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実

施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「認定地方公共団体の区

域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認

定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士」に改める。 

　　附則第８条中「この条」の次に「及び次条第２項」を加える。 

　　附則第９条に次の１項を加える。 

　２　認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ型等について

の前項の規定の適用については、同項中「除く。）」とあるのは、「除

く。）又は当該小規模保育事業所Ａ型等が所在する認定地方公共団体

の区域に係る地域限定保育士」とする。 

　（伊勢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

30



の一部改正） 

第３条　伊勢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和７年伊勢市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

　　第13条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

　　第22条第１項中「国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12

条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事

業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域

限定保育士」を「法第18条の27第１項に規定する認定地方公共団体の区

域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士又は当該認

定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士」

に改める。 

　（伊勢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第４条　伊勢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成26年伊勢市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

　　第10条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第18条の27第１項に規

定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあ

っては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に

規定する地域限定保育士）」を加える。 

　　第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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　伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

 

部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一

32



伊勢市条例第46号 

　　　伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

　伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成26年伊勢市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

　第17条第２項を次のように改める。 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲

げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12

条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下こ

の項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該

健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相

当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それ

ぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 児童相談所等における乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断

 乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断
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　伊勢市総合計画審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市規則第 46 号 

　　　伊勢市総合計画審議会規則の一部を改正する規則 

　伊勢市総合計画審議会規則（平成 28 年伊勢市規則第 55 号）の一部を次

のように改正する。 

　第３条第２項及び第３項中「委員」を「委員及び議事に関係のある臨時

委員」に改める。 

　　　附　則 

　この規則は、伊勢市総合計画条例及び伊勢市附属機関条例の一部を改正

する条例（令和７年伊勢市条例第 37 号）の施行の日から施行する。 
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　スマートシティ伊勢推進構想策定委員会規則等を廃止する規則をここに 

 

公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市規則第 47 号 

　　　スマートシティ伊勢推進構想策定委員会規則等を廃止する規則 

　次に掲げる規則は、廃止する。 

(1)　スマートシティ伊勢推進構想策定委員会規則（令和５年伊勢市規則

第 18 号） 

 (2)　伊勢市行政改革推進委員会規則（平成 17 年伊勢市規則第５号） 

 (3)　伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則（平成28年伊勢市規則第24

号） 

　　　附　則 

　この規則は、伊勢市総合計画条例及び伊勢市附属機関条例の一部を改正

する条例（令和７年伊勢市条例第 37 号）の施行の日から施行する。 
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　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を 

 

ここに公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市規則第 48 号 

　　　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

　伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則

第 58 号）の一部を次のように改正する。 

　第８条第１項中「保険医療機関」を「保険医療機関等」に改め、同条第

２項中「受けた保険医療機関」を「受けた保険医療機関等」に、「当該保険

医療機関」を「当該保険医療機関等」に改める。 

第 10 条の２の見出し中「保険医療機関」を「保険医療機関等」に改め、

同条第１項中「当該保険医療機関」を「当該保険医療機関等」に改め、同

条第２項中「保険医療機関」を「保険医療機関等」に改める。 

　様式第６号中「令和　　　　年」を「　　　　　　年」に改める。 

　　　附　則 

　この規則は、公布の日から施行する。 
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　伊勢市子育て支援センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに 

 

公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市規則第49号 

　　　伊勢市子育て支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 

　伊勢市子育て支援センター条例施行規則（令和元年伊勢市規則第15号）

の一部を次のように改正する。 

　別表伊勢市明倫子育て支援センターの項を削る。 

　　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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　伊勢市休日・夜間応急診療所条例施行規則の一部を改正する規則をここ 

 

に公布する。 

 

 

 

　　令和７年 10 月 10 日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一
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伊勢市規則第50号 

　　　伊勢市休日・夜間応急診療所条例施行規則の一部を改正する規則 

　伊勢市休日・夜間応急診療所条例施行規則（平成17年伊勢市規則第109

号）の一部を次のように改正する。 

　第１条の次に次の１条を加える。 

（受付時間） 

第１条の２　伊勢市休日・夜間応急診療所（以下「診療所」という。）の

受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき

は、受付時間を変更することができる。 

　第２条中「伊勢市休日・夜間応急診療所（以下「診療所」という。）」

を「診療所」に改める。　 

　　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

 診療科目 診療日 受付時間

 内 科 及 び

小児科

平日 午後７時15分から午後９時30分まで

 日曜日、休日、１

月２日、１月３日

及び12月31日

午前９時45分から午前11時30分まで、午後

１時から午後４時30分まで及び午後７時 

15分から午後９時30分まで

 歯科 日曜日、休日、１

月２日、１月３日

及び12月31日

午前９時45分から午前11時30分まで及び

午後１時から午後４時30分まで

 備考 

１　この表において「平日」とは、日曜日、休日、１月２日、１月

３日及び12月31日以外の日をいう。 

２　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和 

23年法律第178号）に規定する休日をいう。
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　伊勢市公共下水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定め 

 

る。 

 

 

 

　　令和７年10月８日 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　
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伊勢市上下水道事業管理規程第８号 

　　　伊勢市公共下水道条例施行規程の一部を改正する規程 

　伊勢市公共下水道条例施行規程（平成17年伊勢市上下水道事業管理規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

　第６条中「第５条第１項」を「第５条第１項第１号」に改める。 

　　　附　則 

　この規程は、公表の日から施行する。 
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伊勢市告示第166号 

 

　　　道路の区域変更について 

 

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のように

道路の区域を変更しました。 

　その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

　　令和７年10月７日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

 

 

 
道路の 

種　類
路線名 区　　間

新旧 

の別

敷地の幅員 

　　ﾒ-ﾄﾙ

延長 

 ﾒ-ﾄﾙ

 

市 道 桧尻川線
船江３丁目1784番５地先から 

船江３丁目1980番７地先まで

旧 3.3～9.2 1222.9

 

新 3.3～27.62 1222.9
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伊勢市農業委員会告示第 11 号 

 

　伊勢市農業委員会第 238 回総会を次のとおり招集します。 

 

　　令和７年 10月９日 

 

伊勢市農業委員会 

会長　森川　正弘 

 

 

１　招集の日時　　令和７年 10月 16日（木）午後２時 

 

２　招集の場所　　伊勢市　御薗公民館　２階　講堂 

 

３　付議すべき事項 

議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号　事業計画変更承認申請について 

議案第３号　農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号　農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号　非農地証明願について 

議案第６号　伊勢市農用地利用集積等促進計画について 

（農地中間管理機構への要請分）
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伊勢市公告第 49 号 

 

公  示  送  達 

 

　下記の者の令和５年度の市民税・県民税納税通知書は、住所、居所等が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）第 20 条の２の規定により公示送達します。 

　なお、当該書類は、総務部課税課に保管してありますから、来庁の上、

受領してください。 

 

　　令和７年 10 月３日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

記 

 

公示送達を受けるべき者の氏名及び名称 

 
氏　　　名 住　　　所

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略
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省略 省略

 
省略 省略
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伊勢市公告第 50 号 

 

公  示  送  達 

 

　下記の者の令和６年度の市民税・県民税納税通知書は、住所、居所等が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）第 20 条の２の規定により公示送達します。 

　なお、当該書類は、総務部課税課に保管してありますから、来庁の上、

受領してください。 

 

　　令和７年 10 月３日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

記 

 

公示送達を受けるべき者の氏名及び名称 

 
氏　　　名 住　　　所

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略
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省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略
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省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略

 
省略 省略
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伊勢市公告第 51 号 

 

公  示  送  達 

 

　下記の者の令和７年度の市民税・県民税納税通知書は、住所、居所等が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）第 20 条の２の規定により公示送達します。 

なお、当該書類は、総務部課税課に保管してありますから、来庁の上、

受領してください。 

 

令和７年 10 月３日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

記 

 

公示送達を受けるべき者の氏名及び名称 

 
氏　　　名 住　　　所

 
省略 　省略
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伊勢市公告第 52 号 

 

　第３期伊勢市生活排水対策推進計画を策定しましたので、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律 137 号）第６条第４項及び水質汚

濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 14 条の９第７項の規定により、次

のとおり当該計画を公表します。 

 

　　令和７年 10 月７日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

　「次」は省略し、その関係書類を伊勢市環境生活部環境課に備え置いて

縦覧に供します。 
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伊勢市公告第 53 号 

 

　令和７年 10 月３日伊勢市公告第 50 号（公示送達）の一部を次のように

変更します。 

 

　　令和７年 10 月 10 日 

 

　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

　公示送達を受けるべき者の氏名及び名称の表ＰＨＡＭ　ＴＨＩ　ＴＨＵ　

ＵＹＥＮの項を削る。 
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伊勢市公告第 54 号 

 

伊勢市地域の農業の振興に関する計画を策定するので、農業振興地域の

整備に関する法律施行規則（昭和 44 年農林省令第 45 号）第４条の５第１

項第 27 号ロの規定により公告し、当該計画の案を公告の日から 30 日間縦

覧に供します。 

本市に住所を有する者は、当該計画の案に対し意見があるときは、縦覧

期間満了日までに市に意見書を提出することができます。 

 

　　令和７年 10 月 15 日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　伊勢市地域の農業の振興に関する計画の案の縦覧期間 

　　自　令和７年 10 月 15 日 

　　至　令和７年 11 月 14 日 

 

２　伊勢市地域の農業の振興に関する計画の案の縦覧場所及び意見書の提

出先 

　　　伊勢市産業観光部農林水産課　伊勢市役所本庁舎東館３階 

郵送　〒516-8601　 

伊勢市岩淵１丁目７番 29 号　伊勢市役所　農林水産課 

ＴＥＬ　0596－21－5645 

ＦＡＸ　0596－21－5651 

電子メール　nourin@city.ise.mie.jp 

 

３　意見書の提出方法及び提出に当たっての留意事項 

　　意見書は、意見の要旨並びに住所、氏名及び電話番号（法人にあって

は、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を明

記の上、提出先に直接持参するか、郵送、ファクシミリ又は電子メール

で提出してください。
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伊勢市消防本部公告第２号 

　伊勢市火災予防条例 ( 平成17年伊勢市条例第 205 号 ) 第42条の２第１項

の規定により、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものと

して指定した催しを次のとおり公告する。 

令和７年10月６日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市消防長　堀　江　武　　 

１　会　場　 

高柳商店街周辺～県道鳥羽松阪線～伊勢市駅周辺（別紙） 

２　名　称　 

伊勢まつり 

３　主催者　 

伊勢まつり実行委員会　会長　世古　和久 

※「別紙」は省略し、伊勢市消防本部予防課に備え置いて縦覧に供する。

57



伊勢市監査委員公表第６号 

 

　令和６年度定期監査等結果（意見）に対する措置状況を、地方自治法第 199 条 

第 14 項の規定により、次のとおり公表します。 

 

 

令和７年 10 月３日 

 

 

伊勢市監査委員　檜山　高知　　 

伊勢市監査委員　中井　　豊　　 

伊勢市監査委員　中村　　功　　 
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定期監査等結果に対する措置状況 

 

【総務部】 

 

 

【危機管理部】 

 

 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 総務課 ①毎年度、全庁的に同じような

事務ミスが繰り返されている。

抜本的な対策として、地方自治

法上の内部統制に準じた制度

を整えることも一方法と考え

る。ミスの減少は、公共サービ

スの信頼度の向上や経費の削

減に繋がるものである。検討い

ただきたい。 

「検討中」 

地方自治法上の内部統制制度及び

これに準じた制度については、他団体

の動向等を見つつ、情報収集に努めて

いきます。

 課税課 ①事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「実施中」 

　事務補助を行っている団体につい

て、適切な事務の執行のため、決裁規

程や経理規程の整備に取り組んでい

ます。 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 危機管理課 ①地震、水害や事故等につい

て、自助・共助・公助に区分し

た対応を時系列で想定する等

の取り組みを進めていただい

ていることには安心を覚える。

ただし、各チームを設けて検討

されている発災時の対応につ

いては、その統括事務を一段と

進めていただくことをお願い

したい。 

「実施中」 

　各チームにおいて、ＢＣＰの見直し

を図るとともに、市長・副市長、各チ

ーム長で構成したＢＣＭ定例会を年

２回開催し、その進捗状況を管理して

います。ＢＣＭ定例会については、毎

年２回開催し、継続して各チームの進

捗管理を行っていきます。
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【情報戦略局】 

 

 

 

 

 

 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 企画調整課 ①市民への行政アンケートは、

伊勢市ＬＩＮＥ公式アカウン

ト登録者が中心となっている。

その登録者が未だ市民全体に

占める割合が十分でないこと

を考慮し、偏りがないよう分析

を望みたい。

「措置済」 

　現在の手法については、オンライン

による回答が可能な方に限定される

という課題はありますが、回答者の年

代や地域等の属性に大きな偏りはな

いことを確認しており、全体の傾向等

を把握するための精度は有している

と認識しています。 

　また、より多くの方に回答いただけ

るよう、事業者と連携したプレゼント

企画の実施、加えて、伊勢市ＬＩＮＥ

公式アカウントへの登録呼びかけの

取組みも行っています。 

　なお、市が行うアンケート調査全体

としては、本市民アンケートのほか

に、計画策定のためのアンケート調査

等、紙アンケート調査の実施も計画し

ているところであり、紙とオンライン

のそれぞれの特性を踏まえながら、使

い分け・併用しながら、適切に状況把

握を行っていきます。
 財政課 ①日本銀行の政策金利引き上

げにより、市中金利の一段の上

昇が予想されている。資金運用

については、金利の推移を注視

しつつ、資金需要と適切なマッ

チングを考慮して、対応いただ

きたい。

「実施中」 

　中長期的な資金需要を見通し、安全

性および流動性を十分に確保した上

で、適宜情報収集を行い、運用収益の

最大化を図り、効率的な資金運用に取

り組んでいます。
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【資産経営部】 

 

 

【環境生活部】 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 資産経営課 ①市は、「ゼロカーボンシティ

いせ」を表明した。庁舎や多く

の公用車を管理する部署とし

て、その実現に向けた行程を環

境課と協議し、実現への取組み

を示していただきたい。

「実施中」 

　公共施設の脱炭素化を図るため、伊

勢広域環境組合の新ごみ処理施設に

おいて発電されるＣＯ２フリー電力

を、小売電気事業者を通じて、令和９

年度内に供給を受ける予定です。 

　また、公用車については、総台数の

適正化を図るとともに、更新時には、

原則、電動車を導入しています。
 契約課 ①契約保証金の返還について、

工事請負費の支払日の前日と

しているが、請負業者の負担等

を考慮すると早期に返還する

ことが望ましいと考える。

「措置済」 

契約保証金について、契約内容の履

行が確認でき次第、速やかに請負業者

に返還するよう改めました。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 市民交流課 ①まちづくり協議会について、

労働関連帳簿の整備や備え付

けの具体的な指導が必要と考

える。また、多額の補助金が交

付されていることを鑑み、団体

自身のチェック機能向上のた

め、条例でもって監査担当職の

設置を義務付けてはどうかと

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実施中」 

労働条件通知書、または雇用契約書

の作成についてまちづくり協議会向

けの資金執行マニュアルに掲載して

おり、あらためて周知を行いました。

今後も適切に簿冊が整備されるよう

指導を行っていきます。 

まちづくり協議会の監査につきま

しては、現在まちづくり協議会におい

て決算時に監事によるチェック、報告

を行っているほか、市民交流課職員が

担当地区のまちづくり協議会の活動、

会計処理におけるサポートを行って

います。また、監査担当職の条例での

設置の義務付けにつきましては、今後

他市での事例も研究していきます。 
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 ②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「検討中」 

決裁規程及び経理規程については、

整備を検討中です。

 戸籍住民課 ①窓口業務の見直し案への努

力は多とするも、そうした投資

が必ずしも経費削減等、費用対

効果に繋がっていない。サービ

ス向上の尺度も難しい面があ

るが、考慮いただきたい。 

「措置済」 

　窓口業務の見直しに関しては、今後

も継続的な検証を行いながら進めて

いきます。その際、市民のニーズを的

確に把握し、市民の利便性向上や職員

の負担軽減を図るとともに、費用対効

果にも十分留意して取り組んでいき

ます。
 人権政策課 ①前年度に購入し、残った学生

ボランティア配布用の図書カ

ードについて、保管分を新年度

の事業に使用する旨を起案文

書に明記しておくべきと考え

る。 

 

②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「措置済」 

　令和６年度から図書カードに余剰

が生じた場合の取り扱いについて、購

入時の起案文書に明記しておくよう

改めました。 

 

 

「検討中」 

　作成した決裁規程及び経理規程の

案を次回委員会開催時に協議事項と

して提出する予定です。
 環境課 ①市は、「ゼロカーボンシティ

いせ」を表明した。所管課とし

て、市全体での組織づくり及び

行程表の作成を進め、実現への

取組みを示していただきたい。

また、伊勢地域全体、ひいては

広域での取組み課題とすべき

ものと考えるので、民間組織を

含めた関係団体とも協働して

進めていただきたい。 

 

 

 

「実施中」 

　本年３月に改定した「伊勢市地球温

暖化防止実行計画」において、2030 年

度に温室効果ガスを 2013 年度比で

48％削減する目標を掲げ、計画に掲げ

た取組を関係課や事業者等との連携

の下で進めています。 

市域における排出量削減について

は、カーボンニュートラルの推進に向

けた協定を締結した事業者と連携し、

市内事業者の取組促進や環境教育を

はじめとする市民啓発などの取組み

を推進するほか、ごみ発電電力の活用
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【健康福祉部】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

やペットボトルの水平リサイクルな

ど、近隣自治体とも連携しながら取組

みを進めています。 

また、事務事業における温室効果ガ

ス排出量削減に向け、公共施設の照明

ＬＥＤ化、新設施設への再生可能エネ

ルギー導入、ごみ発電電力の活用、公

用車の電動化等について、関係課と協

議しながら進めています。 

 

「検討中」 

　作成した決裁規程及び経理規程の

案を、当該団体の次回会議において協

議事項として提出する予定です。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 健康課 ①コロナ禍は市政に大きな衝

撃を与えた事象であった。後代

の感染症の発生に備え、情報を

整理し、次の感染症発生時に活

用できるように記録しておく

べきと考える。一考いただきた

い。 

 

②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「検討中」 

　大きな感染症は定期的に発生する

ものとは理解していますので、伊勢保

健所等にも確認しながら記録するよ

うにします。 

 

 

 

「検討中」 

　適正な事務処理を行うため、決裁規

程や経理規程の整備を検討中です。

 高齢・障が

い福祉課 

①防災ささえあい名簿の登録

希望確認について、75 歳時の

み実施している。以後の希望変

更のフォロー方法について検

討をお願いしたい。

「措置済」 

75 歳到達後の登録希望等について

は、広報いせ等での周知に努め、随時

受付をしています。また、要介護状態

となられた方に対しましては、担当の

ケアマネージャー等からの意向確認

を行っています。
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 福祉総務課 ①事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「検討中」 

　適正な事務処理を行うため、決裁規

程や経理規程の整備を検討中です。

 保育課 ①小俣子育て支援センター及

び御薗子育て支援センターの

責任者を近隣の保育園の園長

が兼務している。同支援センタ

ーは、保育所とは所在地が異な

っており、安全管理、緊急時の

対応、また勤務者の心理負担面

から、単独の責任者を配置すべ

きと考えるので検討いただき

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②民間施設を含む保育所現場

では、視座・視点が異なる場合

がある。職員管理等、現場の負

担軽減に保育課のサポートは

欠かせず、現場との対話を絶や

さないようにお願いしたい。

「検討中」 

　地域子育て支援センターに配置す

る職員については、児童福祉法に基づ

く国の実施要綱により「子育て親子の

支援に関して意欲のあるものであっ

て、子育て知識と経験を有する専任の

者を２名以上配置とすること。（非常

勤職員でも可。）」とされており、いず

れの施設も配置基準以上の職員を配

置し、安心して利用いただくために十

分な体制をとっています。 

　単独の責任者の配置については、今

後の保育士の採用計画にも影響いた

しますので関係部署と協議・検討しま

す。 

また、今後は保育園等の更新・統廃

合時に子育て支援センターを併設す

る形を考えています。 

 

「措置済」 

　公立施設に対しては、毎月開催の公

立所長会において各園の状況や情報

交換を相互に行っているとともに、保

育課所属の園長経験者が各園を定期

的に訪問し、新規採用職員や園長との

ヒアリングを行っています。また、安

全衛生委員会保育所部会において保

育職場所属の全職員を対象としたア

ンケートを毎年実施しており、職場環

境の把握と改善に努めています。 

民間施設に対しては、市内の教育・

保育関係団体との関係を密にし、施設

長会議等の場において、情報共有等を

行っています。また、毎年度の予算作
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【産業観光部】 

 

 

【都市整備部】 

 成に先立ち、民間施設への個別ヒアリ

ングを行い、各施設成に先立ち、民間

施設への個別ヒアリングを行い、各施

設の現状や要望等の把握に努めてい

ます。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 商工労政課 ①伊勢のお店応援商品券事業

の実施にあたり、再委託先の増

加は、検査の複雑化、事業費の

増加のリスクを内包している。

今後の事業実施にあたっては、

考慮いただきたい。 

「検討中」 

　商品券事業の在り方を含めて、検討

していきます。 

 

 農林水産課 

 

 

 

 

 

①伊勢市二見地域農産物等活

用型総合交流促進施設におけ

るキャッシュレス決済手数料

の補填は、実質、物品委託販売

の納入者支援となっていると

考える。本事業は、指定管理者

を対象とすべきであり、納入者

支援は別途補助金制度により

対応すべきと考える。

「検討中」 

　キャッシュレス決済手数料につい

ては、指定管理者が納入しており、現

在、指定管理者に対して支援している

ところですが、今後、状況をみて対応

していきます。 

 観光誘客課 ①事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「実施中」 

伊勢熊野観光連絡協議会の決裁規

程、経理規程について、新規に整備予

定です。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 監理課 ①事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。 

「検討中」 

　決裁規程や経理規程の必要性や適

用範囲を含め検討中です。
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 都市計画課 ①公共サイン計画について、

実効性のあるものとなるよ

う、必要箇所、視認性及びス

ピード感等を十分に考慮し、

進めていただきたい。 

 

 

②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行

のため、決裁規程や経理規程

の整備を考慮いただきたい。

「措置済」 

　伊勢市公共サイン計画を、整備を

実施する各課に周知するとともに、

整備の原則や手順について助言を行

い、実効性のあるものとなるよう進

めています。 

 

「検討中」 

　決裁規程や経理規程の必要性や適

用範囲を含め検討中です。

 交通政策課 ①観光交通対策特別会計につ

いて、基金積立金が事業費と

同科目であること、また、余

剰予定額の積立を年度途中で

行っていることにより、単年

度収支が把握しづらい。当該

会計は、駐車場管理を主とす

る事業会計と考えられ、単年

度収支をわかりやすくするこ

とが望ましいと考えるので、

検討いただきたい。 

 

②伊勢地域観光交通対策協議

会がパーク＆バスライドの事

業を行っている。収入金は、

同協議会が独自に経理してお

り、その事務は当該部署が担

っている。また、同協議会

に、特別会計から負担金を支

出し、経費に充てている。共

に交通対策を担うものであ

り、その出納事務を一本化

し、収入金の公会計化と事務

の効率化及び適正化を考慮す

べきと考える。検討いただき

たい。

「検討中」 

　単年度収支がわかりやすくなるよ

う、どのような表現が適切か今後検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「検討中」 

　伊勢地域観光交通対策協議会と調

整し、収入金が一層適正に管理され

るよう業務の整理を検討します。
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【二見総合支所】 

 

 

【小俣総合支所】 

 

 

【会計課】 

 

 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 生活福祉課 ①交番用地の貸付料を無償と

している。他の総合支所では有

償としており、統一した対応を

すべきと考えるので見直しを

検討いただきたい。 

「検討中」 

　過去の経過を確認し、関係各所と調

整しながら、次の契約更新時に見直し

を検討します。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 生活福祉課 ①駐車場使用料について、未納

者に対する督促状に誤解を招

く文言があると考えるので見

直しをお願いしたい。 

「措置済」 

　督促状を見直し、誤解を招く文言を

修正しました。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 会計課 ①押印廃止により、印字のみの

請求書が見られる。支払先から

の正当な請求書であるか見極

め、適切な支払処理に努めてい

ただきたい。 

 

 

 

 

②委託契約や負担金等におい

て、全額を一括で前払いしてい

る事例が散見される。業務の検

証リスクや市の資金繰りを考

慮すると、必要最小限に留める

べきと考える。検討いただきた

い。

「実施中」 

　令和６年 12 月 16 日付通知「請求書

の取扱い関する補足について」を発出

し、押印が省略された請求書の真正性

の確認について具体的にその方法を

示しました。今後も、各所属への周

知・啓発に努め、支払処理のさらなる

適正化を図ります。 

 

「実施中」 

　委託料や負担金の前金払の審査に

あたっては、必要最小限に留めるべき

ことを念頭に、その必要性を支出決定

権者に確認し業務の検証を促してい

ます。
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【選挙管理委員会事務局】 

 

 

【市立伊勢総合病院】 

 

 

【教育委員会事務局】 

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 選挙管理委

員会事務局

①投票用紙は、公文書に該当す

る。その保管について、期間は

満たしているが、簿冊として登

録されていない。その保管には

十分な注意をお願いしたい。

「措置済」 

投票用紙は、開票録の証拠書類とし

て簿冊管理しています。 

なお、投票用紙の保存については、

公職選挙施行令第 45 条に規定されて

いる当該選挙に係る議員又は長の任

期終了まで保存した後、廃棄処理を行

っています。 

また、保存期間中は選挙管理委員会

において段ボールに密封梱包したう

えで、施錠保管しています。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 経営企画課 ①手術室ボイラー保守業務委

託について、ボイラー技師資格

の確認を行うべきと考えるの

で、考慮いただきたい。 

 

②日本銀行の政策金利引き上

げにより、市中金利の一段の上

昇が予想されている。利息の生

じない決済性預金を利用して

いるが、事業運営の一助とする

ため、資金運用を検討いただき

たい。

「措置済」 

受託者からボイラー技士免許の写

しを収受し、資格の確認を行いまし

た。 

 

「措置済」 

　基金の一部資金について定期預金

による運用を開始しました。今後も市

中金利の動向を注視しながら資金の

運用に努めます。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 教育総務課 ①給食費について、透明性の向

上や教職員の負担軽減等から、

文部科学省においても公会計

化が推進されており、検討いた

だきたい。 

「検討中」 

　他市町の事例等も研究しながら、検

討を進めます。 
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 ②過去に購入し、現在では発行

されていない額面の郵便切手

や郵便はがきを多量に保管し

ている。他の切手と組み合わせ

て使用するなど、有効に活用し

ていただきたい。また、今後は

適正な量の購入に努めていた

だきたい。

「実施中」 

　既存の切手については、予算不足時

の予備として、異なる種類の切手と組

み合わせながら有効的に活用します。

また、小中学校に対し、切手の新規購

入に際しては必要数を精査した上で

要望するよう依頼しています。

 学校教育課 ①モデル事業について、全体的

な広がりが見られない事例が

多い。学校間での公平性を保つ

ためにも迅速な展開が必要と

考えるので検討いただきたい。 

 

 

 

②事務補助を行っている団体

について、適切な事務の執行の

ため、決裁規程や経理規程の整

備を考慮いただきたい。

「実施中」 

　これまでに事業未実施の学校に声

をかけ、事業への参加を促していま

す。また、モデル事業に取り組んでい

る学校の取組みの様子や成果、課題等

を、授業公開や報告を通して、各校に

周知するようにしています。 

 

「検討中」 

　決裁規程及び経理規程については、

事務補助団体を所管する各課と調整

を行い、整備を検討中です。
 教育メディ

ア課

①視覚障害者等の読書環境の

整備の推進に関する法律で努

力義務とされている計画策定

を進めるべきと考えるので、検

討いただきたい。 

 

②学校において、個人が所有す

るＵＳＢメモリを使用してい

る事例が認められた。個人情報

の紛失に繋がる恐れがあると

考えるので、取扱いを検討いた

だきたい。

「検討中」 

計画策定に向けて検討を進めます。 

 

 

 

 

「検討中」 

情報セキュリティの徹底とＵＳＢ

メモリ等各種記憶媒体の適切な取り

扱いについて、各校に周知しました。

また、教育用ネットワーク運用マニュ

アルの改訂に合わせて、ＵＳＢメモリ

の物理的接続制限も含めて取り扱い

を検討します。
 スポーツ課 ①スポーツ大会等出場選手激

励金の交付の詳細を内規で定

めているが、規程整備上、疑問

を覚える。一考いただきたい。

「検討中」 

激励金の交付に関する現行の規程

を整理するとともに、例規への掲載に

ついても検討していきます。
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工事監査 

【伊勢市上下水道部庁舎建設工事】 

 小中学校 ①個人が所有するＵＳＢメモ

リを使用している事例が認め

られた。個人情報の紛失に繋が

る恐れがあると考えるので、取

扱いを教育研究所と協議し、見

直しをお願いしたい。

「措置済」 

教育委員会事務局からの指示に従

い、情報資産の取り扱いについて適切

に見直しました。

 所管課等 監査結果（意見） 措置状況
 （発注課） 

上下水道総

務課 

 

（工事監督

課） 

営繕課

① 災害防止協議会について、

議事内容の詳細な記録が十分

でないと考える。労働災害が生

じた場合に備え、できる限り詳

細な記録が必要と考えるので

指導いただきたい。 

 

② 施工計画書で求める報告書

類について、提出を受けた際に

記録しているが、提出予定日及

び提出日の一覧表の作成等に

より、提出の遅れや漏れが生じ

ないよう管理することを検討

いただきたい。 

 

③ 労働災害無災害記録につい

て、目標延時間と達成時間共に

掲示し、安全意識向上に努める

ことを検討いただきたい。 

 

④ 施工計画書に、気象警報や

地震等への対応については記

載されているが、資材不足、人

員不足及び社会的混乱等のリ

スクへの対応については記載

がない。対応への事前協議が必

要と考えるので、検討いただき

たい。

「措置済」 

議事内容について、詳細な記録を残

すよう請負者に指導を行いました。 

今後も適切な現場管理の指導に努め

ます。 

 

 

「措置済」 

報告書類の提出予定一覧表等を作

成し、提出の遅れや漏れが生じないよ

う管理を行い改めました。 

 

 

 

 

「実施中」 

労働災害無災害記録について、現場

内等に目標延時間と達成時間を掲示

するよう請負者に提案します。 

 

「実施中」 

自然災害以外の資材不足、人員不足

及び社会的混乱等のリスクへの対応

についても、施工計画書へ記載するよ

う請負者に指示します。 

70



伊勢市監査委員公表第７号 

 

　令和６年度財政援助団体等監査結果（意見）に対する措置状況を、地方自治法第

199 条第 14 項の規定により、次のとおり公表します。 

 

 

令和７年 10 月３日 

 

 

伊勢市監査委員　檜山　高知 

伊勢市監査委員　中井　　豊 

伊勢市監査委員　中村　　功 
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財政援助団体等監査結果に対する措置状況 

 

 

【二見まちづくりの会、豊浜東まちづくり協議会、豊西まちづくりの会、北浜まちづくり会

議、御薗まちづくり協議会】 
 

所管課等 監査結果（意見） 措　　置　　状　　況　　

 市民交流課 ①まちづくり協議会から各自治会

に事業費が支出されているが、その

資金使途の把握がなされていない。

補助金の支出目的に沿うものか確

認が必要と考えるので、検討いただ

きたい。 

 

 

②支出後、戻入が生じた案件につい

て、差し引いた額で支出伺いを作成

している事例が認められた。支出伺

いは、予算執行の承認を得るため事

前に作成すべきもの、また、戻入伺

いは、戻入が生じた時点で作成すべ

きものと考えるので、指導いただき

たい。

「措置済」 

　内容が把握できるよう、事業実績の提出

様式としてまちづくり協議会向けの資金

執行マニュアルに該当内容を掲載してお

り、あらためて周知を行いました。今後も

適切に処理されるよう、助言や指導を行っ

ています。 

 

「措置済」 

　まちづくり協議会向けの資金執行マニ

ュアルに該当内容を掲載しており、あらた

めて周知を行いました。今後も適切に処理

されるよう、助言や指導を行っています。

 まちづくり

協議会 

①一般会計から基金や小口現金へ

の出入金について、その伝票が作成

されていない事例が認められた。適

切な事務処理をお願いしたい。 

 

②物品購入について、用途及び数量

等の記載がない事例が多数認めら

れた。補助金の支出目的に沿うもの

かを確認するために必要と考える

ので、記載いただきたい。 

 

 

③支出後、戻入が生じた案件につい

て、差し引いた額で支出伺いを作成

している事例が認められた。支出伺

いは、予算執行の承認を得るため事

前に作成すべきもの、また、戻入伺

いは、戻入が生じた時点で作成すべ

きものと考えるので、改善をお願い

したい。

「措置済」 

市に確認し助言・指導を受けながら、必

要書類を適切に作成するよう努めます。 

 

 

「措置済」 

資金執行マニュアルに基づき、適切に記載

するよう努めます。 

 

 

 

 

「措置済」 

資金執行マニュアルに基づいた事務処理

を行うとともに、不明な点は相談し、指導

を受け、適切に処理するよう努めます。
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【伊勢市障がい者基幹相談支援センター】 
 

所管課等 監査結果（意見） 措　　置　　状　　況　　

 福祉総合支

援センター 

①指定管理者候補の審査にあたっ

ては、継続したサービス提供の可能

性判別のため、財務状況資料の確認

が必要である。検討いただきたい。 

 

 

②利用者のニーズや満足度を把握

し、利用者の声をくみ取るべくアン

ケート等の実施を行うべきと考え

るので、検討いただきたい。 

 

 

③管理物件や業務等の実情と仕様

書で整合性が取れていない点認め

られた。次回の更新の際に見直しを

お願いしたい。

「措置済」 

令和８～10 年度の指定管理候補者の募

集にあたっては、選定委員会で経理の専門

職により財務状況の書類を審査する体制

を整えた上で公募を行いました。 

 

「措置済」 

令和７年度から、利用ニーズや満足度を

把握するためのアンケートを実施しまし

た。 

 

 

「措置済」 

令和８～10 年度の指定管理候補者の募

集にあたっては、ご指摘のあった事項につ

いて仕様書の修正を行いました。
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